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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

◆
児
童
手
当
の
目
的

　
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
が
、
子
育
て

に
つ
い
て
の
第
一
義
的
責
任
を
有
す
る

と
い
う
基
本
的
認
識
の
下
に
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
者
に
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
で
、
家
庭
な
ど
に
お
け
る
生
活
の

安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の

社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
を

支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
中
学
校
修
了
（
中
学
３
年
生
）
ま
で
の

子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
方

◆
支
給
額
（
平
成
２９
年
度
月
額
）

　
０
歳
〜
３
歳
未
満
　

　
　
１
５
０
０
０
円
（
一
律
）

　
３
歳
〜
小
学
校
修
了
前

　
　
１
０
０
０
０
円
 

　
※
第
３
子
以
降
は
１
５
０
０
０
円

　
中
学
生
　

　
　
１
０
０
０
０
円
（
一
律
）

※
第
３
子
以
降
と
は
、
今
年
度
末
に

１８
歳

以
下
で
あ
る
子
ど
も
で
判
断
し
ま
す
。

◆
支
給
時
期

　
児
童
手
当
は
原
則
と
し
て
、
年
３
回

で
、
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
支
給
し
ま

す
。

・
６
月
（
２
月
〜
５
月
分
）

・
１０
月
（
６
月
〜
９
月
分
）

・
２
月
（

１０
月
〜
１
月
分
）

◆
所
得
制
限
の
導
入

　
平
成

２４
年
６
月
手
当
分
よ
り
所
得
制

限
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
受
給
者
の

所
得
が
所
得
限
度
額
を
超
過
し
た
場
合
、

「
児
童
手
当
」
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
が
、

「
特
例
給
付
」
と
し
て
、
支
給
対
象
の

児
童
一
人
に
つ
き
月
額
５
千
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

【
扶
養
親
族
の
数
と
所
得
限
度
額
】

※
扶
養
親
族
と
は
、
年
末
調
整
や
確
定

申
告
等
で
申
告
し
た
扶
養
親
族
等
の

人
数
で
す
。

※
扶
養
親
族
等
の
人
数
が
６
人
以
降
は
、

１
人
増
え
る
ご
と
に

３８
万
円
を
所
得

限
度
額
に
加
算
し
ま
す
。

寄
附
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
な
ど
の
全
部
ま
た
は
一
部

を
、
黒
潮
町
の
子
育
て
支
援
の
事
業
に

活
か
す
た
め
に
寄
附
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
寄
附
を
ご
希
望
の
方
は
、
手
当

支
給
月
の
前
月
の

２０
日
ま
で
に
役
場
窓

口
に
申
し
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

出
生
や
転
入
な
ど
の
場
合
は
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　
出
生
や
黒
潮
町
へ
の
転
入
に
よ
り
、

新
た
に
受
給
資
格
が
生
じ
た
場
合
や
、

児
童
手
当
の
対
象
人
数
が
変
わ
っ
た
場

合
は
、
役
場
窓
口
（
公
務
員
の
方
は
勤

務
先
）
で
の
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
は
、
出
生
日
・
前
住
所
地
を
転

出
し
た
際
の
転
出
予
定
日
の
翌
日
か
ら

数
え
て
、
原
則

１５
日
以
内
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

　
手
続
き
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、

手
当
を
受
給
で
き
な
い
月
が
発
生
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た

場
合
や
、
公
務
員
を
辞
め
た
場
合
も
手

続
き
が
必
要
で
す
。

※
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
窓
口
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

 
 
 
蕁

４
３
―
２
８
０
０
（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 
地
域
住
民
課
 

 
総
合
窓
口
第
２
係

 
 
 
蕁

５
５
―
３
７
０
１
（
直
通
）

　
夏
休
み
の
一
日
を
お
子
さ
ん
と
の
触

れ
合
い
に
、
陶
芸
体
験
を
楽
し
み
ま
せ

ん
か
。

 

準
備
か
ら
片
づ
け
ま
で
皆
さ
ん
と
一
緒

に
行
い
ま
す
。
作
品
は
、８
月
末
ま
で
に
は
、

皆
さ
ん
に
お
渡
し
し
ま
す
。

◆
対
象
者
　
町
内
在
住
の
方

◆
日
時
　
７
月

２９
日
（
土
）
午
前
９
時
〜

正
午
ま
で

◆
場
所
　
黒
潮
町
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
大
方
本
所
）
二
階
大
ホ
ー
ル

◆
費
用
　
一
人
　
１
０
０
０
円

◆
持
参
す
る
も
の
　
タ
オ
ル
３
〜
４
枚

◆
申
込
締
切
 

７
月

２０
日
ま
で
に

　
左
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
 

岩
本
 

仁
美

　
蕁

０
９
０
―
３
７
８
５
―
１
４
４
６

★
汚
れ
て
も
構
わ
な
い
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。

0人 622万円

1人 660万円

2人 698万円

3人 736万円

4人 774万円

5人 812万円

親
子
陶
芸
教
室

﹇
訂
正
﹈
　

　
平
成
２９
年
３
月
に
発
刊
さ
れ
た
「
黒

潮
町
史
」
の
４
ペ
ー
ジ
に
誤
り
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

場
所
 

４
ペ
ー
ジ
 

図
表
序
―
１

　
　
 

黒
潮
町
の
位
置

誤
 

有
井
川
 

※
河
川
の
名
称

正
 

伊
田
川
 

※
河
川
の
名
称


